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10
月
11
日
（日）
か
ら
20
日
（火）
ま
で
の
10
日
間
、
全
国
地

域
安
全
運
動
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

地
域
一
体
と
な
っ
て
地
域
安
全
活
動
に
取
り
組
み
、

安
全
で
安
心
な
住
み
よ
い
街
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

【
運
動
重
点
】

・
子
ど
も
と
女
性
の
犯
罪
被
害
防
止

・
特
殊
詐
欺
の
被
害
防
止

　

今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の

観
点
か
ら
、
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
や
防
犯
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

な
ど
の
行
事
は
行
わ
れ
ま
せ
ん
が
、
地
域
の
方
々
が
防

犯
の
視
点
を
持
っ
て
買
い
物
や
犬
の
散
歩
あ
る
い
は
庭

先
で
の
花
の
水
や
り
な
ど
を
行
う
「
な
が
ら
見
守
り
」

活
動
を
行
い
、
地
域
の
防
犯
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ

く
こ
と
が
犯
罪
の
抑
止
に
繋
が
り
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先　

　

大
衡
村
防
犯
協
会
事
務
局
（
役
場
総
務
課
）

　

☎
３
４
５　
｜　
５
１
１
１

令
和
２
年
全
国
地
域
安
全
運
動

「
み
ん
な
で
つ
く
ろ
う
安
心
の
街
」

〜
み
ん
な
の『
み
や
ぎ
』安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り
〜

総
務
課
）

　村では、災害時に防災行政無線のスピーカーや戸別受信機が正常に作動するか確認するために、毎日
チャイムや村からのお知らせを放送しています。
　戸別受信機の不具合がありましたら、次のことを確認してください。
●放送が入らなくなった、雑音がする。
　外部アンテナ利用の場合→アンテナの接続部が緩んでないか、アンテナが折れたり外れたりしていな
　　　　　　　　　　　　　いか確認してください。
　本体アンテナ利用の場合→設置場所を変えたり、アンテナの向きを調整し直したりしてください。
　　　　　　　　　　　　　物の陰や低い位置は電波が入りにくいことがあります。
●「ピーピー」と音が鳴る、「電池が消耗しています」とアナウンスが流れた。
　戸別受信機には、停電の際に自動で切り替わるように、乾電池が入っています。
　電源コードが緩んだり抜けたりしていないか確認し、乾電池（単１形、単２形、単３形いずれも使用
　できます。）を交換してください。
●録音ボタンの下のランプがオレンジに点滅している。
　緊急放送（火災、Ｊアラート放送）が録音されています。
　再生のボタンを複数回押し、すべての録音された放送を再生するとオレンジのランプが消えます。
　※ランプがついたままの状態でも使用に支障はありません。

こんな時は、企画財政課にご連絡ください。
　●放送が入らない、雑音がする
　　→上記の確認をしても直らない場合は、点検・調整に伺います。
　●村外に転出する　
　　→戸別受信機をご返却ください。
　●村内で転居する　
　　→行政区が変わる場合、本体設定の変更が必要ですのでご連絡ください。
　●外部アンテナを設置している建物の建て替えをする
　　→外部アンテナの付け替えが必要な場合は、ご相談ください。
　●戸別受信機を設置したい
　　→戸別受信機を無料で貸し出していますので、企画財政課にお越しいただくか問い合わせください。

いざというときに備えていざというときに備えて　『防災行政無線』『防災行政無線』いざというときに備えて　『防災行政無線』

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆問い合わせ先　企画財政課　☎３４１―８５１０
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　本村ではこれまでも良好なコミュニティを育んできましたが、今後の人口減少・少子高齢化におい
てもコミュニティを持続するために、地区を担う人材の育成等を図ります。
　また、村全体でのコミュニティづくりを目指し、まちづくりに関する情報発信を行うとともに、住
民と行政、民間企業との適正な役割分担の下で協働のまちづくりを推進し、人々が憩い交流できる拠
点づくりや住民による企画等の支援を行い、みんなが集い、つながるまちづくりを進めます。
　行政においても、健全な行政運営及び財政運営に向けて行政評価や自主財源の確保等に努めるとと
もに、広域行政における協力体制の強化を図ります。

「新しい時代につなぐ豊かな万葉の里・おおひら」をめざして「新しい時代につなぐ豊かな万葉の里・おおひら」をめざして「新しい時代につなぐ豊かな万葉の里・おおひら」をめざして
第六次総合計画

【主な施策】

◆コミュニティの形成
　村民一人ひとりが地区の一員としての意識
を高め、地区の活動やボランティア活動で活躍
できるよう、参加を支援して住民組織の育成を
進めます。
　また、子ども達に寄り添った企画を検討する
など、イベントや祭りを村全体で共有する方策
を検討します。

◆男女共同参画の推進

　男女共同参画の必要性を住民や企業などに
理解してもらうため、講演会や研修会などを
開催し、意識の向上に努めます。
　また、広報などの各種媒体を活用し、意識
の啓発・普及に努めます。

◆強固な情報通信基盤の整備

　多様化する住民ニーズへの対応や地域課題
の解決手段として、情報通信技術の重要性が
より高まっています。
　必要なときに必要な情報を提供できる情報
システムの構築が求められており、電子自治
体を推進するためにも、より一層の機能強化
とセキュリティ対策を引き続き進めます。

まちづくりの基本方針⑤　「みんなが集い、つながるまちづくり」


